
デジタルマーケットプレイス（DMP）

事業者向け説明会
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デジタルマーケットプレイス（DMP）の概要
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デジタルマーケットプレイス（DMP）とは
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通常の情報システムに関する契約
調達の都度、行政機関の調達仕様に対して、複数社が提案と価格を
提示し、両面から最も優れた事業者が落札します。
（総合評価方式）

DMPによるIT調達
デジタル庁とあらかじめ基本契約を締結した事業者が、デジタルサービス
を登録するサイトを設け、そのサイトより各行政機関が最適なサービスを
選択し、個別契約を行う調達手法です。

課題：調達期間が長く、手続が官民双方で負担に
参入障壁が高く、市場の透明性が低い

目指す姿：調達期間を短縮、官民双方で調達を簡素に
市場の透明性を高め、多様な事業者参入を促進

DMP
カタログ
サイト

【取組の目的】
行政機関のクラウドソフトウェア（SaaS）調達迅速化と多様なベンダー参入による調達先の多様化



DMP導入による効果
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現状の課題

市場のソフトウェアベンダー情報が限定的であるため、特

定のITベンダーに依存されます。より良いサービス導入の

機会損失が発生します。調達の手続だけでも通常3ヶ月以

上かかり、受託開発が多いため、迅速なシステム導入を実

現することが困難です。

行政機関のサービスニーズが不透明で、営業コストが高い。

調達手続が煩雑であるために参入コストが高く、調達プロ

セスに慣れているITベンダーが調達上有利になります。

DMPの効果

行政機関は、登録されたITサービスから目的にあったも

のを検索して簡易によりよいサービスを発見できます。

クラウドサービスが迅速に調達可能となり、よりアジャ

イルなソフトウェア導入が可能となります。

サービスを登録することで幅広い行政機関が発見可能と

なり、低い営業コストで行政機関にリーチしやすくなり

ます。調達プロセスの簡素化により、中小・スタート

アップも含む多様なベンダーが公平に公共調達市場にア

クセスすることが可になります。

①クラウドソフトウェア市場の可視化・比較を通じて行政機関による迅速・公平な調達を促すとともに、
②公共調達を通じた中小・スタートアップも含めたソフトウェア産業振興につなげる効果が期待されてい
ます。

行
政
機
関

事
業
者



DMPで想定する調達対象
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IaaS、PaaSについてはガバメントクラウドの取組が進むほか、受託開発におけるデジタルマーケットプレイ

スの整備は難易度が高いことから、今回はSaaS及びその導入支援を行うリセラーに関する調達をDMPの対

象としています。

調達対象 政府の調達手法

クラウドソフトウェア（SaaS）

クラウドサポート（導入支援）

クラウドホスティング（IaaS, PaaS） ガバメントクラウド

受託開発・運用・ユーザーリサーチ等 一般競争入札等による調達

DMPで対応

【調達対象となるSaaSについて】
✓ SaaSとは、事業者等によって定義されたイン

タフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ
物理的又は仮想的なリソースにネットワーク
経由でアクセスするモデルを通じて提供され、
利用者によって自由にリソースの設定・管理
が可能なサービスであって、情報セキュリ
ティに関する十分な条件設定の余地があるも
のを指す。なお、非業務目的で使用するサー
ビス （ゲーム、エンターテイメント等）は対
象外。

       ハードウェアを含む調達は対象としない。

✓ 事業者による受託開発が必要なSaaS（ロー

コード開発ツール等）は、ライセンスのみ
DMPで調達可能。受託開発の役務調達は一般

調達で実施することとなる。



これまでの経緯
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DMP
カタログ
サイト
（α版）
【事業者】

DMP

カタログ
サイト
（正式版）

2023年11月末 2024年2月末

DMP
カタログ

サイト
（α版）
【一般】

2024年10月末

・ユーザーテストや関係者のご
意見を踏まえ正式版を開発
・α版はこれ以降適切な時期に
閉じる予定

・事業者の登録が始まる ・2024年度は約250の事業
者により、300以上のSaaS

やサービスが登録されまし
た

行政
ユーザー
テスト

2024/3/12

デジタル庁ではDMP（α版）カタログサイトの公開後に事業者、業界関連団体、行政利用者向けに開催
したユーザーテスト（ワークショップ）や個別のお問合せを通じて頂いたご意見を基に開発したDMPカ
タログサイト（正式版）を2024年10月末にオープンする予定です。

事業者
ユーザー
テスト

2024/1/23



DMPカタログサイト（正式版）の利用者とそれぞれの作業
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DMP事務局
（サイト管理）

行政機関等
[国・自治体等]
（ログインあり）

一般利用者
（ログインなし）

・ソフトウェアの登録
・販売サービスの登録
（直販の場合）

・販売サービスの登録・フリー検索のみ

・フリー検索
・調達モード検索
・検索結果比較
・帳票ダウンロード

Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
プ
ラ
イ
ム

ソフトウェア会社
（ログインあり）

販売会社
（ログインあり）

DMP
カタログサイト
（正式版）

DMPカタログサイトの利用者［行政利用者、事業者（ソフトウェア会社／販売会社）、一般利用者］が
行う作業は以下のとおりです。
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デジタルマーケットプレイスの契約構造（概要）

（１）まず事業者が、基本契約を締結し、DMPカタログサイトにソフトウェア（SW）とサービス（SV）を登録します。
（２）調達を行う行政機関等は行政機関等向け利用規約に同意し、DMPカタログサイトへアクセスしSWとSVを閲覧します。
（３）仕様条件を検討の上、検索機能等で対象を絞り込み、候補となる事業者を選定します。
（４）選定した候補事業者の中から、指名競争入札又は随意契約により個別契約を行います。

※事業者が定めている約款についても個別契約の中身に含まれ、締結したものとみなします。

DMP
カタログサイト

各行政機関等がDMPカタログサイトから調達する前提として、定められた諸
条件に沿って提供することを事業者がデジタル庁と事前に「合意」するもの

◼ 事業者（ソフトウェア事業者、販売事業者）

◼ 行政機関等（国・自治体等）

事業者

(４)個別契約（調達）

(３)調達モードに
よる検索による

ソフトウェア・
サービスの絞込み、
選定が可能に 行政機関等

(１)基本契約
の締結

(２)行政機関等
向け利用規約
の同意

調達用機能（調達モード）が利用可能
になります

ソフトウェア・サービスを登録可能になります

個別契約

※事業者の定める
約款も含まれる



１ 事前準備と基本契約について
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１-１．事前に準備が必要なもの
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1. 全省庁統一資格の取得
2. ＧビズIDプライムのアカウント（GビズIDメンバーでもログイン可）の取得

（参考）調達ポータルサイト
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101

（参考）GビズIDサイト
https://gbiz-id.go.jp/top/

【全省庁統一資格の取得についての補足】
取得が必要な全省庁統一資格の資格の種類においては、基本契約で以下のように定めています。
「必要な全省庁統一資格の資格の種類において「物品の販売」及び「役務の提供等」のいずれの資格も有している者。ただし、既に令和4・5・6年度全省庁
統一資格を保有している者については「物品の販売」又は「役務の提供等」のいずれかを保有していれば足りるものとする。」
なお、登録に当たっては等級は問わない想定です。



１-２．基本契約のポイント

・基本契約は、事業者がDMPを利用するにあたって守るべき基本的条件を定めたものであり、本契約内容に遵守することに
同意していただくことで、はじめて、DMPの利用登録を申請することができます。概要

・DMPに登録している情報は最新のものにしていただく必要があります（変更入力は遅滞なく行うこと）
・SW/SVについて外部委託を行う場合、事業者は外部委託先を管理する必要があります。
・DMPの目的に鑑み、行政機関等から個別、仕様の問合せや見積書の求めがあった場合、又は個別契約の求めがあった場合
などは、求めに応じるよう努めていただく必要があります。（DMPを利用し個別契約を締結した場合には、個別契約の概要
をデジタル庁に報告していただきます。）

・契約期間は、各年度末までであり、継続してご利用いただくには、毎年度、締結（同意）いただく必要があります。
・年度内に改定があれば、その都度締結いただく必要があります。

・DMPに登録いただいた内容をDMP事務局において確認し、DMPに登録可能なSW/SVの要件（※1）に該当しない場合や、セ
キュリテイ基準（※2）を満たしていない場合、虚偽記載などに該当する場合は、DMPカタログサイト上に掲載をお断りする
場合もございますので、ご留意ください。

・事業者からの申出の他、全省庁統一資格を保有せず登録をした場合や、デジタル庁や行政機関等の求めに応じない等適切
な対応をしていない場合などに該当した場合、契約を解除する場合もありますので、ご留意ください。

※1 行政機関等が調達することを想定しているSaaS及びその付帯サービス（ヘルプデスク、ユーザーサポートサービス、セットアップサービス、データ移行支援及びその他
           デジタル庁が定める登録行政機関等のソフトウェア導入を支援するサービスに限る） 。
※2 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」「IT調達に係る国等の物品等又は

役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」等

契約期間

登録情報の
確認

契約解除

その他
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１-３．基本契約の締結（同意）手順
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１、DMPに掲載されている基本契約を
事前に確認してください

基本契約内で謳われている「プライバシー
ポリシー」の確認が必要です。尚、基本契
約とプライバシーポリシーのいずれも修正
依頼をお受けすることはできません。

２、基本契約（プライバシーポリシー含む）を締結し
利用を開始します

• 年度ごとに基本契約を締結します。

• 締結後、初めてログインするその他のユーザーも
「同意」したうえでDMPをご利用いただきます。

• なお、基本契約が改定された後、継続してご利用
いただくには改めて締結が必要です。



２ 登録項目とプロセス等の整理
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２-１．登録する項目の要綱とプロセス
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3-1,2 事業者情報の登録
・担当者の情報や取得済み認証資格等

3-3～11 ソフトウェア情報の登録（※1）
・ソフトウェアの概要
・セキュリティ
・ライセンス（種類と価格）とソフトウェアに付帯するサービス

5-1～3 サービス情報の登録（取り扱いソフトウェアを選択して登録します）
・サポート

（１）基本契約締結後、以下の項目を登録します。

3-1,2
事業者情報の
登録

事業者情報の
確認を
依頼します

確認完了

DMPに
ログインする

3-3～11※
SW情報の登録

SW情報の
確認を
依頼します

SWが
公開

されます

確認完了

（備考）登録項目の概要は次ページ以降を参考にしてください。

（２）登録プロセスは以下のとおりです。登録頂いた、事業者、ソフトウェア（SW）、サービス（SV）の情報は
デジタル庁が確認します。

※1 3-3～11はソフトウェアを開発している事業者だけが登録します

5-1～3
SV情報の登録

SV情報の
確認を
依頼します

確認完了

DMPで

検索対象とな
ります



２-２．登録情報の確認
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（１）事業者情報の確認
• 担当者の情報
• 取得している認証資格 等

（２）ソフトウェア情報と（３）サービス情報の確認
• 登録いただいたソフトウェアやサービスが、

・行政利用という目的に対応しているか
・取得しているセキュリティ認証等、情報が正しいものであるか
・情報の不備等がないか 等

その他にも、リンク先、添付ファイルの内容、自由記載欄に登録頂いた情報が公序良俗に反していないか等も確認を行いま
す。申請状況により確認期間は変動する可能性があります。

約２営業日 約８営業日

3-1,2
事業者情報の
登録

事業者情報の
確認を
依頼します

（１）確認完了

DMPに
ログインする

3-3～11※
SW情報の登録

SW情報の
確認を
依頼します

SWが
公開

されます

（２）確認完了

SW:ソフトウェア
（SW会社のみ）

5-1～3
SV情報の登録

SV情報の
確認を
依頼します

（３）確認完了

SV：サービス

約２営業日

DMPで

検索対象とな
ります



２-３．登録する項目の整理
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ソフトウェア

（ライセンスに）付帯するサービス

ライセンスA ライセンスB ライセンスC

価格（※1） 価格（※1） 価格（※1）

サポートサービスの価格（※1、2）

• [代販]ソフトウェア会社は青枠の情報のみ登録します
• 販売会社は、公開済みの①代販のソフトウェアを選択し、②赤枠内の情報

を登録します。
• 販売会社は、販売合意している代販のソフトウェアを選択してください。
• 販売会社は、直販のみのソフトウェアを選択することはできません。

※1 価格は購入検討時の参考になる標準価格を登録します。価格は行政ユーザーのみ公開され、見積時の価格と比較する場合があります。
※2 当該ソフトウェアが公開されないと登録することはできません。ソフトウェアを公開する為には事務局に登録確認を依頼する必要があります。

直販の場合 代販の場合

サポートサービス（※2）

ソフトウェア

（ライセンスに）付帯するサービス

ライセンスA ライセンスB ライセンスC

価格（※1） 価格（※1） 価格（※1）

サポートサービスの価格（※1、2）

サポートサービス（※2）

全
て
の
情
報
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
会
社
が
登
録

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
会
社
が
登
録

販
売
会
社
が
登
録



２-４．価格情報の補足
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• ソフトウェアとサービスの価格登録は必須です。

• DMPカタログサイトでは、行政利用者向けの価
格（※1）を登録していただきます。

• 登録する価格は透明性の確保が求められる為、
オープン価格を採用している場合でも登録して
いただく必要があります。

• 登録した価格は行政ユーザー（ログインして
DMPを利用する行政機関等の職員）とデジタル
庁、関係者（事務局）以外に公開されません。

• 行政ユーザーから見積依頼を受けたときには、
調達条件に合致した正式な価格を提示してくだ
さい。

※1 （例）市場での一般価格、行政機関向けの一般価格 等

ソフトウェア価格の表示例
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３ 登録項目について
１ 事業者情報

２ ソフトウェア情報

３ サービス情報



登録項目の公開範囲について
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（２）DMP事務局のみ公開される項目

本資料で明示されている登録項目に「DMP事務局のみ公開」

と記している項目は行政ユーザーにも非公開です。

（１）行政ユーザーに公開される項目
本資料で明示されている登録項目に【一般非公開】と記されている項目

です。行政ユーザーに公開されますが、一般ユーザーには公開しません。

情報公開範囲

全てのユーザー
に公開

（１）行政ユーザー
のみ公開

（２）
DMP事務局のみ

公開

【一般非公開】と記されている項目は一般ユーザーには公開されません。一般ユーザーとは
行政ユーザー以外の利用者を指します。行政ユーザーとは「DMPにログインする行政機関等

の職員」を指します。また、項目によって（１）行政ユーザーに公開される項目と、行政
ユーザーにも公開されず（２）DMP事務局と関係者のみ公開される項目があります。



３-１-１．事業者情報の登録（ソフトウェア会社・販売会社）
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A：基本情報
項目名 R6検索利用

法人番号（ｇ） 必須 ×

法人名・屋号（ｇ） 必須 △※1

住所 都道府県（ｇ） 必須 ×

市区町村＋番地（ｇ） 必須 ×

代表者名（ｇ） 必須 ×

代表者名（フリガナ）（ｇ） 必須 ×
会社概要を紹介しているWEBサイトのURLを記載してください 必須 ×

事業所所在を記入してください 必須 ×

創業年を登録してください 必須 ×

該当する場合は選択してください 必須 ×

（ｇ）ＧビズＩＤより情報を取得する為DMPカタログサイト上で修正することはできません。
 ※1 会社名かソフトウェア名のいずれかを指定して検索できます。

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

担当者情報
（主たる担当/その他の担当）

必須
×

担当者（フリガナ） 必須 ×
メールアドレス 必須 ×
所属 任意 ×
電話番号 任意 ×

B：担当者情報（DMP事務局のみ公開）

項目名 R6検索利用

GビズIDより
取得する情報

主担当者１名＋２名まで登録可能
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項目名 R6検索利用

取得済みの個人情報保護に関す
る認証（登録）制度等を選択し
て、必要事項を記入してくださ
い

全て
任意

×

C：個人情報保護について

項目名 R6検索利用

全省庁統一資格を取得していま
すか

必須
×

D：全省庁統一資格

項目名 R6検索利用

府省庁や自治体に向けて自由に
記述することができます

任意
×

E：自由記述欄

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

事由記載欄記入例
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中項目 小項目 R6検索利用

ソフトウェア概要 ソフトウェア名（テキスト） 必須 △

ソフトウェア名カナ（テキスト） 必須 △
提供元（＝開発元）事業者名（テキスト） 必須 ×
提供元（＝開発元）事業者名カナ（テキスト） 必須 ×
画像の添付 任意 ×
販売方法 必須 ×

サービス概要、特徴、セールスポイント等（テキスト） 必須 ×

製品紹介URL（リンク）or紹介説明資料のアップロードor両方必須 ×
標準提案書の有無 任意 ×
ファイルUPロードもしくはダウンロードURL等（リンク） 任意 ×
利用規約の有無 任意 ×
ファイルUPロードもしくはダウンロードURL等（リンク） 任意 ×
約款の有無 任意 ×
ファイルUPロードもしくはダウンロードURL等（リンク） 任意 ×

【ソフトウェア】A：基本情報_１

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

ー 注意 ー
ISMAP・ISMAP-LIUを取得してい

る事業者は「クラウドサービス
リスト」に記載されているクラ
ウドサービス事業者の名称を記

入します
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中項目 小項目 R6検索利用

【ソフトウェア】A：基本情報_１

ソフトウェアの利用方法 動作環境 ☐PC ☐タブレット ☐スマホ 必須 〇

概要（対応しているOSや必要スペック） 必須 ×

インストールの必要性 必須
〇

ブラウザのみ操作
を指定可能

その他の条件 任意 ×

対応ブラウザ（リンク）（リンク先が無ければ選択） 任意 ×

☐Edge/☐Chrome/☐Firefox/☐Safari/☐その他（テキスト） 任意 ×

その他の条件 任意 ×

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目
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【ソフトウェア】A：基本情報_２

問い合わせ先 WEB問い合わせサイト（リンク） 必須
電話番号（テキスト）【一般非公開】 任意 ×

本項目は「DMP事務局 担当部署名（テキスト）【一般非公開】 必須 ×
のみ公開」 担当者名（テキスト）【一般非公開】 必須 ×

メールアドレス（テキスト）【一般非公開】 必須 ×

納品物 納品物 ☐ソフトウェア ☐マニュアル ☐その他 任意 ×

サービスの提供時間 サービス提供時間 任意 ×

ソフトウェア利用状況等
の提供情報

提供できる情報を選択してください

☐登録容量の推移 ☐ユニークなアクセス数 ☐利用者

☐APIリクエスト数 ☐その他
任意 ×

その他の提供可能なレポート（テキスト）を選んだ場合、概要
入力

任意 ×

中項目 小項目 R6検索利用
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【ソフトウェア】B：付帯情報（一般非公開）

本項目はデジタル庁、関係者（事務局）以外に公開しませんサービス品質保証（SLA）
【一般非公開】

SLAの有無 必須 ×
概要（テキスト） 任意 ×

取得ログの管理
【一般非公開】

保管項目（チェックボックス） 必須 〇

保管内容（チェックボックス） 必須 〇
保管期限（テキスト） 必須 〇

ユーザが確認する方法（チェックボックス） 必須 〇

概要（テキスト） 任意 ×

データ移⾏の可否
【一般非公開】

別ソフトに移⾏するためのデータ入出力機能の有無（チェッ
クボックス）

必須 〇

データ出力項目 必須 〇

データ入力項目 必須 〇

概要（テキスト） 任意 ×

アクセシビリティ
【一般非公開】

アクセシビリティについて特筆すべき内容の有無 任意 ×

概要（テキスト） 任意 ×

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

中項目 小項目 R6検索利用
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【ソフトウェア】C：タグ付け（検索⽤カテゴリ登録）

ー
以下より選択

最低１つ以上、目的３＋機能５で８つまで選択可能
必須 〇

# タグ名称 含まれる内容
1窓口対応 窓口、マイナンバー、申請、届出、広聴
2財務 予算編成、会計、税務、契約
3総務 人事、給与、法務、労務、広報（情報発信）、管財、研修
4防災 危機管理、情報収集
5産業 商工振興、地方創生、新産業創出、スタートアップ、雇用促進
6農林水産 農業、林業、水産業
7観光 観光、インバウンド、文化、歴史、MICE
8環境 ごみ、廃棄物、清掃
9福祉 高齢者、障がい者、施設入所、生活保護

10医療 病院、保健所、予防、検診、生活衛生、健康

【目的タグ】
政策タグから目的タグに変更しました。中央省庁や地方自治体の内部組織（部・局）単位で整理した大きい業務区分としています。
行政機関等の担当部署が該当するタグを選択しソフトウェアを絞り込みます。目的タグは最大３つまで設定できます。

中項目 小項目 R6検索利用

# タグ名称 含まれる内容
11子育て 子ども、保育、妊娠、出産、保育・教育施設
12まちづくり 地域振興、人権、生涯学習、図書館、協働、住民
13スポーツ スポーツ施設、スポーツ、公園、緑地
14建築・土木 建築指導、住宅、営繕、設備、道路、港湾、空港、河川
15交通 公共交通、都市計画
16水道 上水道、下水道
17議会 議会
18教育 教育、校務、授業、教材、学校
19選挙 選挙、投票、開票
20監査 監査
21警察・消防 警防 
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【ソフトウェア】C：タグ付け（検索⽤カテゴリ登録）

ー
以下より選択

最低１つ以上、目的３＋機能５で８つまで選択可能
必須 〇

# カテゴリ タグ名称
1セキュリティ ログ管理
2セキュリティ セキュリティ診断
3セキュリティ eKYC・ID管理
4セキュリティ ウイルス対策・不正アクセス対策
5人事・給与 労務・勤怠管理
6人事・給与 給与計算
7人事・給与 採用管理
8人事・給与 人事管理
9人事・給与 健康管理

10庁舎・自動車・備品等管理 車両管理
11庁舎・自動車・備品等管理 入退室管理
12庁舎・自動車・備品等管理 備品管理
13情報公開・発信 統計・情報公開
14情報公開・発信 地理情報の共有
15文書管理 電子帳票作成・保存
16文書管理 ファイル・データ共有
17文書管理 データ連携
18業務効率化 業務可視化・効率化（RPA・ワークフロー管理等）
19業務効率化 日程調整
20業務効率化 ナレッジマネジメント（マニュアル作成等）

21業務効率化 グループウェア（チャット・WEB会議を含む）

# カテゴリ タグ名称
22研修 eラーニング・研修・試験
23⾏政サービス向上・効率化 WEB窓口対応・電子申請
24⾏政サービス向上・効率化 問合せ対応・管理（チャットボット・CRM等）
25⾏政サービス向上・効率化 アンケート・イベント管理
26財務・会計 決済基盤
27財務・会計 電子請求書
28財務・会計 電子契約・電子署名
29財務・会計 会計
30制作・開発 データ分析BI
31制作・開発 ノーコード開発・ローコード開発
32制作・開発 プロジェクト管理
33制作・開発 UI／UXデザイン・フローチャート作成
34制作・開発 動画制作
35制作・開発 WEB・スマホアプリ制作
36制作・開発 作図支援（CAD等）
37その他 多言語対応（翻訳）
38その他 アクセシビリティ診断 

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

【機能タグ】
ソフトウェア導入することで達成できる一つの事柄を示します。11のカテゴリに分類されています。機能タグは最大５つまで設定できます。

中項目 小項目 R6検索利用
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【ソフトウェア】D：API提供・連携

API提供・連携について データ連係用のAPIの提供有無 必須 〇

APIの情報が記載されている（URL）もしくは
APIの仕様や実現できる機能(テキスト)

任意 ×

【ソフトウェア】 E：セキュリティ認証規格（ISMAP/ISMAP-LIU）

ソフトウェアの取得済み
セキュリティ認証規格

ソフトウェアの取得済みセキュリティ認証規格ありますか 必須 ×

ISMAP 
ISMAPーLIU取得

ISMAP or ISMAPーLIU取得していますか 必須 〇

☐ISMAP 
登録番号（テキスト）、言明範囲対象ファイル添付、サービ

スリストのURLを選択のうえ入力 複数選択可
必須 〇

☐ISMAPーLIU 
登録番号（テキスト）、言明範囲対象ファイル添付、サービ

スリストのURLを選択のうえ入力 複数選択可
必須 〇

セキュリティ状況資料の請求対応 必須 〇

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

中項目 小項目 R6検索利用

中項目 小項目 R6検索利用
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【ソフトウェア】 F：データ通信・ユーザー認証

サービス提供元と利用者間
のデータ通信方法

⾏政ネットワーク（LGWAN） 必須 〇

LGWANーASPサービスリストに登録されていますか 必須 〇

政府共通ネットワーク/ガバメントソリューションサービス
（GSS）接続

必須 〇

通信方法の特記事項(テキスト) 任意 ×
マイナンバーカード認証 マイナンバーカード認証について（テキスト） 任意 ×
ソフトウェアのユーザー
認証方法

☐⼆要素認証 任意 ×

☐Public Key 任意 ×

☐既存のIDプロバイダーとのID連携(Google apps等) 任意 ×

☐限定アクセスネットワーク（IP制限） 任意 ×

☐ユーザー名とパスワード 任意 ×

☐その他 (テキスト) 任意 ×

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

中項目 小項目 R6検索利用
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【ソフトウェア】 E：インフラ・体制

インフラについて ガバメントクラウド対応の有無 必須 〇
（ありの場合）窓口DXSaaS対応の有無 必須 〇

本ソフトウェアの開発体制 外注先（委託先)の有無 必須 ×

【一般非公開】 （ありの場合）外注先（委託先)事業者名 必須 ×
（ありの場合）外注先（委託先)事業者の本社所在地（国名） 必須 ×
（ありの場合）外注先（委託先)事業者の会社概要URL 任意 ×
（ありの場合）現時点での外注先（委託先)事業者の業務実施場所（国

名）
必須 ×

（ありの場合）2次以降外注先（委託先）事業者の有無 必須 ×
本ソフトウェアの運用体制
【一般非公開】

外注先（委託先)の有無 必須 ×

（ありの場合）外注先（委託先)事業者名 必須 ×
（ありの場合）外注先（委託先)事業者の本社所在地（国名） 必須 ×
（ありの場合）外注先（委託先)事業者の会社概要URL 任意 ×
（ありの場合）現時点での外注先（委託先)事業者の業務実施場所（国

名）
必須 ×

（ありの場合）2次以降外注先（委託先）事業者の有無 必須 ×
データ保管の体制

クラウドサービス or オンプレミス 必須 ×

【一般非公開】 （クラウドサービスを利用している場合）サービス提供事業者名 必須 ×
（クラウドサービスを利用している場合）具体的なサービス名 必須 ×
（クラウドサービスを利用している場合）クラウドサービスの場所

（国名又はリージョン）
必須 ×

（オンプレミスを利用している場合）サーバー役割名 必須 ×
（オンプレミスを利用している場合）サーバーの場所（国名） 必須 ×

データ保管以外の体制 クラウドサービス or オンプレミス 必須 ×

【一般非公開】 （クラウドサービスを利用している場合）サービス提供事業者名 必須 ×

本項目は「DMP事務局のみ （クラウドサービスを利用している場合）具体的なサービス名 必須 ×

公開」 （クラウドサービスを利用している場合）クラウドサービスの場所
（国名又はリージョン）

必須 ×

（オンプレミスを利用している場合）サーバー役割名 必須 ×
（オンプレミスを利用している場合）サーバーの場所（国名） 必須 ×

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

中項目 小項目 R6検索利用
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【ソフトウェア】 F：BCP（事業継続計画）

継続性の要件 ☐RPO（目標復旧時点）（テキスト） 任意 ×

☐RTO（目標復旧時間）（テキスト） 任意 ×

☐RLO（目標復旧レベル）（テキスト） 任意 ×

復旧に関する要件 ☐障害時における復元の範囲（テキスト） 任意 ×

☐バックアップ方法（テキスト） 任意 ×

☐バックアップ先（テキスト） 任意 ×

【ライセンス名】G：ライセンス概要

ライセンス名 ライセンス名（テキスト） 必須 ×
ライセンスカナ ライセンスカナ（テキスト） 必須 ×
標準価格【一般非公開】 標準価格（※以下のいずれか必須） 必須 ×

☐価格（URL）※ 必須 ×

☐価格テーブル（添付）※ 必須 ×

☐価格（フリーテキスト欄）※ 必須 ×

☐無料体験版（サンプル）の提供の有無 必須 △

（備考）ライセンスが複数ある場合はライセンスの数だけ表示されます。

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

中項目 小項目 R6検索利用

中項目 小項目 R6検索利用
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【ライセンス付帯サービス】H：ソフトウェアライセンスに含まれる付帯サービス

セットアップサービス セットアップサービスの有無 必須

〇

概要紹介（テキスト） 任意

概要紹介URL（URL） 任意

データ移⾏支援の有無 任意

概要紹介（テキスト） 任意

概要紹介URL（URL） 任意

標準価格（価格表添付・URL・テキスト） 任意

利用者向けヘルプデスク ヘルプデスクの有無 必須

〇

概要紹介（テキスト） 任意

概要紹介URL（URL） 任意

標準価格（価格表添付・URL・テキスト） 任意

その他、特記事項や制限事項があれば記載ください（テキスト） 任意

契約者向けヘルプデスク オンライン対応の有無 必須

〇

標準価格（価格表添付・URL・テキスト） 任意

対応可能内容を記載ください（テキスト） 任意

現地対応の有無 必須

標準価格（価格表添付・URL・テキスト） 任意

営業日 任意

営業時間 任意

対応方法 ☐電話/☐メール/☐オンライン/☐その他（テキスト） 任意

対応地域 任意

対応地域（市区町村） 任意

対応可能内容を記載ください（テキスト） 任意

システムダウン時における対応の有無 任意

補⾜情報（テキスト） 任意

利用状況レポートの提供の有無 任意

補⾜情報（テキスト） 任意

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

中項目 小項目 R6検索利用
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【ライセンス名】A：契約期間・支払条件

契約期間・支払条件 契約期間と支払い条件について（テキスト） 必須 ×

問い合わせ先 WEB問い合わせサイト（リンク） 必須 ×

本項目は「DMP事務局 電話番号（テキスト） 任意 ×

のみ公開」 担当部署名（テキスト） 必須 ×

担当者名（テキスト） 必須 ×

メールアドレス（テキスト） 必須 ×

サービス情報の登録は、公開されているソフトウェアごとに販売会社が登録します。直販の場合はソフト
ウェア会社が登録します。

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

中項目 小項目 R6検索利用

導入相談・支援 無料導入前サポート 任意 ×

補⾜情報（テキスト） 任意 ×

【サポート】A：導入相談・支援
中項目 小項目 R6検索利用

【サポート】B：セットアップサービス

セットアップサービス セットアップサービスの有無 必須

〇

概要紹介（テキスト） 任意

概要紹介URL（URL） 任意
データ移⾏支援 データ移⾏支援サービスの有無 任意

概要紹介（テキスト） 任意

概要紹介URL（URL） 任意

中項目 小項目 R6検索利用



３-３-２．サービス情報の登録（ソフトウェア会社/販売会社）
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【サポート】D：契約者向けヘルプデスク

契約者向けヘルプデスク オンライン対応の有無 必須

〇

標準価格（価格表添付・URL・テキスト） 任意
対応可能内容を記載ください（テキスト） 任意

現地対応の有無 必須
営業日 任意
営業時間 任意
対応方法

☐電話/☐メール/☐オンライン/☐その他（テキスト）
任意

対応地域 任意
対応地域（市区町村） 任意
対応可能内容を記載ください（テキスト） 任意

システムダウン時における対応の有無 任意
補⾜情報（テキスト） 任意

利用状況レポートの提供の有無 任意

補⾜情報（テキスト） 任意

（備考）R6列検索利用欄について：〇検索できる項目 △調達モードOFF時のみ検索できる項目 ×検索できない項目

中項目 小項目 R6検索利用

【サポート】C：利用者向けヘルプデスク

利用者向けヘルプディスク ヘルプディスクサービスの有無 必須

〇

概要紹介（テキスト） 任意

概要紹介URL（URL） 任意

標準価格（価格表添付・URL・テキスト） 任意

その他、特記事項や制限事項があれば記載ください（テキスト）任意

中項目 小項目 R6検索利用
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４ セキュリティに関連する留意点等



４-１．ISMAP, ISMAP-LIU登録ソフトウェアの留意点
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４-２．ISMAP, ISMAP-LIU登録ソフトウェア以外の留意点

ISMAP、ISMAP-LIUサービスリストとの対応関係について以下の記載項目を新設しました。

① 提供元事業者名： ISMAP、ISMAP-LIUサービスリスト上の事業者名を登録していただきます。
② 言明範囲説明欄： ISMAP、ISMAP-LIUサービスリストの「言明範囲」のどの部分に

 該当するかを説明する欄、添付ファイルを登録していただきます。

デジタル庁で確認後公開となります。

ISMAP、ISMAP-LIUサービスリストに登録されていないソフトウェアの場合は、以下の項目を
登録していただきます。なお、 ISMAP、ISMAP-LIUサービスリスト登録済みソフトウェアは登
録不要です。

① 開発委託先がある場合は1次受けまでの事業者の所在地、開発・運用の実施場所
② データ保管サーバ、アプリケーションサーバ等の提供会社名、リージョン・国の登録

デジタル庁で確認後公開となります。
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４-３．ソフトウェアが扱う機密性情報に応じたセキュリティ認証について

行政機関がソフトウェアを利用して要機密情報（機密性２以上）※
を取り扱う場合

【原則】

行政機関は原則として、ISMAP等クラウドサービスリストに登録されているソフトウェア 

を調達することとなる。

【例外】
政府の管理基準を満たしているかを調達する行政機関の最高セキュリティ責任者が確認の上、その責任
の下で調達することとなる。なお、機密性１情報※のみを取り扱う場合はその限りではありません。

※機密性については次ページ参照
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４-４．機密性について（政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準）

秘密文書は、次の種類に区分されます。

1. 極秘文書
秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書

2. 秘文書
極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の行政文書

格付け 分類基準 該当する情報の例

機密性 高 ３ 行政事務で取り扱う情報のうち、秘
密文書に相当する機密性を要する情
報

特定の職員だけが知り得る状態を確保する必要の
ある情報で秘密文書に相当するもの

↑ ２ 行政事務で取り扱う情報のうち、秘
密文書に相当する機密性は要しない
が、漏洩により、国民の権利が侵害
され又は行政事務の遂行に支障を及
ぼすおそれがある情報

職員だけが知り得る状態を確保する日露がある情
報（職員のうち特定の職員だけが知り得る状態を
確保する必要がある情報を含む）

低 １ 機密性２情報又は機密性３情報以外
の情報

公表・公開又はそれを前提として作成した情報及
び職員以外が知り得ても問題のない情報（広報・
公開しても問題のない情報）
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５ DMPを利用した調達について



５-１．行政利用者の調達プロセス

契約担当部署が確認

調達仕様
チェックシート 調達仕様

チェックシート

DMPカタログサイトを利用

41

行政ユーザーがDMPカタログサイトを利用して調達する際、以下のプロセスを実施することを想
定しています。

調達担当課が実施

調達仕様チェックシートと検索結果を
指名競争入札の根拠として入札手続き

調達仕様チェックシートと検索結果を
随意契約の確証として契約手続き調達仕様

チェックシートを
作成

DMPカタログ
サイトの
アカウント取得

DMPカタログ
サイトに
ログイン

「調達モード」で

調達仕様チェッ
クシート
の検索条件で検索

DMPカタログ

サイトで検索
結果を出力



５-２．調達仕様チェックシートのイメージ

【調達事業名・案件名称】
【調達部署・担当者名】
【調達の目的】
【利用期間・契約期間】
【契約予定日】
【利用人数（必要なライセンス数（アカウント数・同時接続数）)】
【納品場所】
【調達の種類】 役務の提供  / 物品購入 / 役務・物品複合
【支払い方法】 毎月払い / 一括前払い / 後払い / 分割払い
【その他（自由記載）】

【調達仕様検索項目】
• ソフトウェア

• 目的タグ
• 機能タグ
• セキュリティ認証

・
・
・

• 販売会社
• 提供サポートサービス

・
・
・

【その他ソフトウェアに求められる要件】
【その他事業者に求められる要件】

「調達モード」による仕様に関する検索項目をチェックボックスでチェック

一般的に調達の際に記載する内容
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イメージ



５-４．行政ユーザーのログイン

行政ユーザー（DMPにログインする行政機関等の職員）は事前にユーザー登録を行い、ログインして

DMPカタログサイトを利用してソフトウェとサービスを検索し絞り込んだものを調達します。

43

（１）新規アカウントを登録します （２）ログインします

マイページ

（３）行政ユーザのマイページ

ログイン前にソフトウェア検索に進み、検
索後にログインすることも可能です。

行政機関等のdomainと一致してるメール
アドレスのみ登録が可能



５-５．ソフトウェア・サービスの検索
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・ソフトウェアの検索

【基本情報】
• ソフトウェア名/ソフトウェア会社名（△）

（△）調達モードONでは利用できません

【ソフトウェアの検索条件を指定】
• ISMAP、ISMAP-LIUを取得済み
• 無料ライセンスあり
• 他カタログサイト掲載あり

【ソフトウェア条件を指定】
• 販売方式
• ガバメントクラウド対応（窓口DXSaaS）
• LGWAN-ASPサービスリスト登録済み 等

【目的タグを指定】次ページ参照
【機能タグを指定】次ページ参照

サンプルは未ログインユーザーの検索画面です



５-６．ソフトウェア・サービスの検索
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【目的タグを指定】 【機能タグを指定】

＃窓口対応、＃財務、＃総務、＃防災、＃産業
＃農林水産、＃観光、＃環境、＃福祉、＃医療
＃子育て、＃まちづくり、＃スポーツ、＃建築・土木
＃交通、＃水道、＃議会、＃教育、＃選挙、＃監査
＃警察・消防

・ソフトウェアの検索



５-７．ソフトウェア・サービスの検索
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・サービスの検索

以下のサービスを提供している販売会社を検索
することができます（調達モードOFF時のみ）。

また、指定したサービスを提供している販売会
社を絞り込むことができます。

[指定できるサービス]
• セットアップサービス
• 利用者向けヘルプデスク
• 契約者向けヘルプデスク

調達モードONでは利用できません



５-８．ソフトウェア・サービスの検索
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・検索結果を出力することができます。検索結果が複数残る場合はその比較表が証跡として出力できます。



５-９．個別契約
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販売する事業者と調達元（国の行政機関等）の間で個別に契約を結びます。 DMPカタログサ
イトの検索結果を踏まえ、調達方法・契約方法が異なります。（金額は各省庁向け）

No
一者のみ
である

選定結果が複数者か?

予定価格(税込)が少額か
（物品購入160万円未満/役務提供100万円未満）

予定価格(税込)が
10万SDR（1,800万円）以上か?

No
100万円未満

である

No
100万円以上
1,800万円未満

である

Yes
1,800万円以上

である

Yes
100万円以上

である

Yes
複数者
である

特命随契
選定の結果、購入先候補が１者のみであることから、
競争入札を行わない随意契約を締結する

少額随契
行政機関のルールに従い、随意契約を締結する

（発注する行政機関によって適応金額やルールが異
なる可能性があるので、留意が必要）

指名競争入札
（最低価格落札方式）

選定された事業者全員を指名し、その中で、
最も低い価格で入札を行った事業者と契約する
（概ね調達期間１１日以上）

指名競争入札
（最低価格落札方式）

選定された事業者全員を指名し、その中で、
最も低い価格で入札を行った事業者と契約する
（概ね調達期間２６日以上）

※地方公共団体の調達においては、少額随契の
基準額及び指名競争入札の基準額が異なります。



５-１０．個別契約（支払いについて）
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行政機関との契約では支払いについて、いくつか留意点があります。

個別契約における具体的な条件については、個別契約書および契約先の行政機関の契約担当
者へご確認下さい。

【主な留意点】

• 契約代金の支払い期限は、給付の完了の確認又は検査を終了した後（検収後）、事業
者様から適法な請求書を発行頂き、契約先の行政機関が請求書を受理した日から３０
日以内となります。

• 契約先の行政機関ごとに、請求書に必要な情報が異なる場合があります。
（宛先や口座情報、発行元の代表者氏名の有無、押印の有無など）

• クレジットカードでの支払いは、基本的に受け付けておりません。
請求書で指定された銀行口座への振り込みとなります。

• 調達の内容（役務の提供、物品の売買など）によって、支払い方法（毎月払い、一括
前払い、後払いなど）が異なります。
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６ 実績報告と情報提供



６-１．販売実績の報告について（予定）
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（１）DMPを用いた調達が行われた際、販売した事業者よりDMPカタログサイトにある「お問合せ」を
利用しDMP事務局に連絡をお願いいたします。

（２）事務局より電子メールで送付される「実績情報登録シート（仮）（※1）」へ記入し電子メールで
返信してください。提出頂いた情報は販売実績としてDMP上で公開させて頂く予定ですが公開内容
や運用開始日等は準備が整い次第お知らせ致します。

【販売した事業者】 【DMP事務局】

電子メールにて提出

STEP1
事務局へ導入決定の旨
ご連絡いただきます

ご連絡

***に導入決定致しました。

選択

実績情報
登録シート（仮）

実績情報
登録シート（仮）
に記入

STEP2
事務局より送付される実績情報

登録チェックシートへ記入しご返信して
ください

DMPカタログサイト

※1 実績を登録を頂くフォーム等の開設を予定しています

公
開
予
定



６-２．DMP利用状況の提供（予定）
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DMPの各種データを「API」を介して参照いただけるようになります。取得し
たデータを活用して行政ニーズを調査することができます。

（１）公開データ（予定）
• 登録商品情報 ：ソフトウェア、サービス
• 検索実績：利用された検索条件、検索回数
• 販売実績：ソフトウェア、サービス、調達した行政機関

※行政機関に関連する情報は大まかな情報となる予定です。（例：担当部局等の情報を公開する予定はありません）

（２）公開時期
• 2025年3月末を予定しています

（３）取得方法
• Web APIにて提供 （仕様は追って公開します）

（４）取得条件
• どなたでもご利用いただけます



今後のスケジュール
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今後のスケジュールについて

※現時点の計画予定となります。

事業者

行政機関

2024年

10月 11月 12月 3月1月 2月

2025年

▼行政機関ユーザー
登録・利用開始

●DMP(正式版)

リリース発表

▼販売実績報告開始

▼基本契約・事業者情報・ソフトウェア・サービス登録開始

DMP(正式版) 
説明会

DMP(正式版) 説明会

① 10月10日（木）
② 10月17日（木）
③ 10月24日（木）

全日程
15:00～16:00

Teams開催

日程調整中の為準備ができ次第お知らせします

【提供ドキュメント】
・基本契約
・プライバシーポリシー
・カタログサイト操作マニュアル 等

正式版リリース予定
(10月末日)

▼

・11月初旬より事業者登録およびソフトウェア・サービスの登録手続きを開始する予定です。
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